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（趣旨）  

第１条  この要項は、流山市（以下「市」という。）が行う流山市プレミ

アム付きデジタル商品券事業の委託先を募集するものである。選定にあ

たり、最も優れた提案をした者を公募型プロポーザル方式（以下「プロ

ポーザル」という。）により選定するために必要な事項を定めるものとす

る。  

（業務委託の名称）  

第２条  業務委託の名称は、「流山市プレミアム付きデジタル商品券事業

業務委託」とする。  

（業務委託の概要）  

第３条  本業務の仕様は、「流山市プレミアム付きデジタル商品券事業業

務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおりとする。  

  なお、実際の仕様書の作成に当たっては、選定された参加者から提出

された企画提案を基に双方協議の上、一部変更することがあるものとし

ます。  

（履行期間）  

第４条  契約締結日から令和８年３月３１日までとする。  

（概算予算額等）  

第５条  概算予算額等は、プレミアム分１００，０００千円、業務委託分

２９，１９１千円（消費税及び地方消費税を含む）以内とする。  

（委託料の支払い）  

第６条  委託料の支払いは、「流山市プレミアム付きデジタル商品券事業

業務委託契約書」のとおりとする。  

（未使用の商品券）  

第７条  デジタル商品券に未使用分が生じた場合は、該当分を市に納付す

るものとする。  

（応募者の資格要件）  

第８条  プロポーザルへの応募者の資格要件は、次の各号のいずれも満た

すこととする。  

（１）当該業務の募集開始日から起算して過去５年以内に国及び地方自治

体からのデジタル商品券に関する業務の受託（契約締結事業）の実績

があること。  

（２）宗教活動や政治活動を目的とした団体でないこと。  
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（３）特定の公職者（候補者を含む）又は政党を推薦、支持若しくは反対  

することを目的とした団体でないこと。  

（４）暴力団もしくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。  

（５）令和７年１０月１日時点での市の有資格業者名簿（委託）に掲載が

あること。  

（失格事由）  

第９条  次の事由に該当する場合は、失格となります。  

（１）第８条に該当しなくなった場合。  

（２）流山市プレミアム付きデジタル商品券事業業務委託公募型プロポー

ザル提案書（第４号様式（以下「提案書」という。））の内容に虚偽の

記載がある場合。  

（３）他の参加者の協力者となった場合。  

（４）その他、本募集要項に定める手続、方法等を遵守しない場合。  

（実施スケジュール）  

第１０条  実施のスケジュールは、別表１のとおりとする。  

（応募申込）  

第１１条  本公募への応募申込者は、次の各号に掲げる書類を提出するこ

と。ただし、同一の者からの複数の提案はできないものとする。  

（１）流山市プレミアム付きデジタル商品券事業業務委託公募型プロポー

ザル参加申込書（第１号様式（以下「参加申込書」という。））  １部  

（２）提案書  ５部  

  提案書以外を任意の様式とし、専門知識を有さなくても理解できるよ

うに配慮して図表等を適宜利用するなど見やすく明確なものを作成する。

なお、第８条（１）の「当該業務の募集開始日から起算して過去５年以

内に国、本市を含む地方自治体からのデジタル商品券に関する業務の受

託（契約締結事業）の実績」については、受託実績調書（第２号様式）

を使用すること。なお、受託実績は過去５年以内のものとし、多数実績

がある場合は、４件分について作成し、それ以外は自治体名のみ記載す

るものとする。なお、各種商工団体等の自治体以外での実績については、

対象数１００，００００セット以上の実績は記載できるものとする。  

（３）見積書  １部  

流山市プレミアム付きデジタル商品券事業業務委託公募型プロポ

ーザル見積書（第５号様式）を見積金額内訳書（任意様式）とともに
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厳重に封緘の上、提出する。見積金額は消費税及び地方消費税を含ま

ない額とする。  

（４）法人登記簿  １部（代表事業者のものとする）  

（５）その他  １部  

プレゼンテーション出席者の役職、氏名を任意の様式により提出す

ること。提出後に変更が生じた場合は、速やかに再提出をすること。 

２  前項の規定による提出後、必要に応じ、同項に掲げる書類以外の書類

を求めることがある。  

（質問の受付及び回答）  

第１２条  仕様書等に関する質問がある場合は、質問受付期間内にメール

にて市に提出しなければならない。なお、メール送信後、必ず問い合わ

せ先に電話にて到着確認を行うこと。  

２  市は、第１項に規定する質問の提出を受けた場合、質問内容とその回

答を質問回答期限までに市ホームページで公表する。  

（参加決定）  

第１３条  市は、第１１条に掲げる提出書類の受付後、提出された書類を

確認し、第８条の要件及び第１１条に掲げる提出書類等を満たしている

者（以下「参加決定者」という。）に公募型プロポーザル審査会参加決定

通知書（第３号様式）を送付する。  

２  前項の規定による通知の送付後に、参加決定者が第８条に該当しなく

なった場合は、市は参加の決定を取り消すとともに、その旨を通知する。  

３  第１項の規定による通知の送付後に、参加決定者が辞退の申し出をす

る場合は、審査会実施日の前日までに、辞退届（任意様式）をメールに

て提出すること。  

（審査方法）  

第１４条  参加決定者は、審査会設置要領に基づき市が実施する審査会実

施日に提案書に基づくプレゼンテーションを行う。審査会に使用するプ

ロジェクター及びスクリーンは市で用意するため、必要な場合は事前に

申し出ること。なお、提案書提出時に添付していない資料等の追加は認

めない。  

２  審査会への出席者は３名までとする。  

３  審査会は１時間程度とし、プレゼンテーション時間は１５分以内、プ

レゼンテーション終了後の質疑応答時間は４０分以内とする。  
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（審査）  

第１５条  市は、提案内容について、「流山市プレミアム付きデジタル商

品券事業業務委託  公募型プロポーザル優先交渉権者等審査要領」に基づ

いて審査を行い、最も優れた提案を行った者を優先交渉権者、これに準

ずる者を次順位優先交渉権者として決定する。  

（審査結果の通知及び公表）  

第１６条  市は、優先交渉権者及び次順位優先交渉権者を決定した後、速

やかに次のとおり参加決定者にその旨を通知する。  

（１）優先交渉権者には、公募型プロポーザル優先交渉権者決定通知書（第

６号様式）により通知する。  

（２）次順位優先交渉権者には、公募型プロポーザル次順位優先交渉権者

決定通知書（第７号様式）により通知する。  

（３）前２号に該当しない者には、公募型プロポーザル優先交渉権者非決

定通知書（第８号様式）により通知する。  

２  市は、審査結果を市ホームページで公表する。  

３  審査結果の問い合わせについては、いかなる場合も対応しない。  

（次順位優先交渉権者の繰上げ）  

第１７条  市は、優先交渉権者と契約締結に至らなかったときは、次順位

優先交渉権者と交渉を行うことができるものとする。  

（契約）  

第１８条  優先交渉権者と市が協議し、提案書による内容を基本とし、業   

務に係る仕様を確定させた上で契約を締結する。  

（その他）  

第１９条  市は、本プロポーザルに関し、提出された関係書類等は、本件

以外の目的で使用しない。  

２  応募に際して提出された関係書類は返還しない。  

３  提案に要する一切の費用は、応募者の負担とする。  

４  参加決定者は、本プロポーザルに関し、市から受領した資料等につい

て、市の了解なく公表又は使用してはならない。  

５  公募への参加にあたり、機密保持契約等の締結の必要がある場合、事

前に次条問い合わせ先に申し出ることとする。  

６  市は、本プロポーザルを都合により延期し、又取止めることができる。 

この場合について、参加者は異議申し立てることができず、違約金は請
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求できないものとする。  

（問い合わせ先）  

第２０条  本業務及びプロポーザルの所管は、流山市商工振興課とする。 

【書類提出先・問い合わせ先】  

 〒 270-0192 流山市平和台１丁目１番地の１  

 流山市  商工振興課  商工活性係  

電話    ０４－７１５０－６０８５  

メールアドレス  shoukou@city.nagareyama.chiba.jp 

 

附  則  

（施行期日）  

１  この要項は、令和７年１０月１６日から施行する。  

（失効）  

２  この要領は、受託者の委託業務開始をもってその効力を失う。  
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 別表１  

  実施スケジュール（予定）  

項目  期日  

案件公表及び申込受付開始  令和７年１０月１６日（木）  

質問の受付期間  令和７年１０月１６日（木）  

～２１日（火）正午（必着）  

質問回答期限  令和７年１０月２１日（火）  

提案書類等提出日  

※第１１条に掲げる書類を問い合わせ

窓口に直接持参すること。  

※書類受付時間は、右の期日のとおりと

する。  

令和７年１０月２３日（木）  

午前１０時から午後４時  

または、１０月２４日（金）  

午前中  

参加決定通知書発送  令和７年１０月２４日（金）  

プレゼンテーション及び審査会実施日  令和７年１０月２８日（火）  

結果通知及び公表  令和７年１０月下旬頃  

契約締結  令和７年１１月上旬頃  

 

 


